
 

令和５年度　事業報告書 
（2023年4月1日から2024年3月31日まで） 

 
 

特定非営利活動法人エヌ．かんぱにぃ 
　 

 
１　事業実施の成果 
　　　小学生向けの学習支援活動や、困り感のあるご家庭の保護者や子ども達の支援を行うための施設

運営を実施。コロナが終息したことにより、対面での活動を積極的に行い、困り感のあるご家庭の支
援を中心に支援者のつながりも広がった。支援者のつながりが増えるにしたがって、支援の内容も充
実し、より充実した活動を行えた。 

 
 
２　事業の実施に関する事項 
（1）​ 特定非営利活動に係る事業 

事　業　名 事業内容 実施日時 実施場所 
従事
者の
人数 

受益対
象者の
範囲及
び人数 

事業費の
金額 
（千円） 

人づくりを通じた社
会活性化に関する
事業 

ともなり学習教室実施 
2023年4
月～ 

矢板市 
職員2
人 

小学生 192 

      

キャリア学習イベン
ト等活動の企画・
実施事業 

矢板こども祭り 
2023年12
月 

矢板市 
職員３
人 

 200 

環境体験学習 
2024年2
月 

矢板市 
職員３
人 

 　147 

普及啓発事業  実施せず    実施せず 

災害等により学習
環境に恵まれない
人たちのための、
通信教育、学習相
談その他の教育事 

 実施せず    実施せず 

観光振興事業 
 

 実施せず    実施せず 

介護保険法による
指定居宅介護支援
事 

 実施せず    実施せず 

介護保険法による
次の居宅介護サー
ビス事業 

 実施せず    実施せず 

居宅介護福祉用具

の販売  実施せず    実施せず 

介護保険法に基づ

く地域密着型サー

ビス事業 
 実施せず    実施せず 

介護保険法に基づ

く施設サービス事

業 

 
 
 

実施せず    実施せず 

 



 

介護保険法に基づ

く介護予防サービ

ス事業 
 実施せず    実施せず 

介護保険法に基づ

く地域密着型介護

予防サービス事業 
 実施せず    実施せず 

介護保険法に基づ

く介護予防支援

サービス事業 
 実施せず    実施せず 

介護保険法に基づ

く第1号事業及び
日常生活総合支援

事業 

 実施せず    実施せず 

居宅介護住宅改修

の事業  実施せず    実施せず 

児童福祉法に基づ

く次の事業 
障がい児通所支援事

業 
2023年4
月～ 

大田原市​
那須塩原市 

職員
20人 

3歳から
18歳 

78,244 
 

児童福祉法に基づ

く次の事業 
障がい児相談支援事

業 
2023年4
月～ 

大田原市 
那須塩原市 
　矢板市 

職員2
人 

3歳から
18歳 

2076 

知的障害者福祉法

に基づく障害福祉

サービス事業 
障がい者相談支援事業 

2023年4
月～ 

大田原市 
那須塩原市 
　矢板市 

職員2
人 

成人 　237 

在宅配食サービス  実施せず    実施せず 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律に基づく

障害福祉サービス

事業 

 
 
 

 

実施せず    実施せず 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律に基づく相

談支援事業 

 実施せず    実施せず 

保育業、保育所の

経営  実施せず    実施せず 

英語 学童保育事
業の経営  実施せず    実施せず 

英会話並びにカル

チャー教室の経営

と経営指導 
 実施せず  　  実施せず 

学習塾の経営と経

営指導  実施せず  　  実施せず 

学習教材および出  実施せず    実施せず 

 



 

版物の製作と販売 
 
前各号に付帯また

は関連する一切の

事業 
 

 実施せず    実施せず 

その他目的を達成

するために必要な

事業 
 

 実施せず    実施せず 

 
 
 
 

 
 
 

（2）​ その他の事業 

事　業　名 事業内容 
実施日
時 

実施場
所 

従事者
の人数 

受益対
象者の
範囲及
び人数 

事業費の
金額 

（千円） 

  
情報発信事
業  
 

 実施せず    実施せず 

リサイクル事
業 

 実施せず    実施せず 

その他目的を
達成するため
に必要な事業 
 

 実施せず    実施せず 

　 

 


